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３．収集資料リスト
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面談記録 

 

 

 

第 1 次現地調査 平成 20 年 11 月 23 日～12 月 5 日 

第 2 次現地調査 平成 21 年 1 月 4 日～ 1 月 15 日 

４．面談記録 
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第 1 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2008 年 11 月 24 日（月） 8:30～10:00 

場 所：チプタカリヤ 

目 的：表敬、情報収集 

出席者： 

チプタカリヤ：ススモノ環境衛生開発局長、ハンディ環境衛生課長、アスリ下水道課課員 

JICA：鈴木団長、岩井インドネシア事務所員、漆畑団員、高橋団員 

 

１． 調査ミッションの目的説明：鈴木団長 

・ 無償資金協力調査名称の変更の説明 

・ 第 1 次調査から、第 2 次調査までの全体スケジュール 

・ 今回の調査は妥当性に絞って調査を行う。調査結果により、スキーム変更、延期、中止の

可能性も含めた方向性を検討する予定。 

 

２． クプティ現存処理プラントの由来 

1980 年代に世界銀行（以下、世銀）融資で建設した。設計をコンサルタントに委託したとこ

ろ、市内ルンクット工業団地の産業廃水処理プラントをコピーした施設が建設されてしまった。

建設後、汚泥処理プロセスが欠けた不十分な施設であったことから、世銀が支払いを拒否した。

急遽、前工程として受入汚泥の沈殿分離槽を追加して建設し、世銀による支払いが承認された

が、設計はし尿処理施設ではなく、廃水処理プラントのものである。 

沈殿汚泥はそのまま乾燥床にて脱水しているので衛生上、問題がある。このまま環境教育施

設を併設するのは危険であり、リハビリするならば、少なくとも消化プロセスなどを追加して

汚泥を安定化すべきである。クプティのゴミ処分場跡地を環境教育施設にする構想はスラバヤ

市独自のものであり、公共事業省（PU）としてはコメントする立場にない。 

 

３． SSDP マスタープラン下水プロジェクトの進展 

具体的な進展はない。下水処理場の予定地の確保がネックになっている。PU の構想としてス

ラバヤ市内のボゼム遊水地を使って処理場を建設する案があり、今年度その部分に関連したレ

ビュースタディを PU 独自予算で行う。次の実施段階をイスラム開発銀行（Islamic Development 

Bank：IDB）の協力に期待している。この遊水地の集水域には 50 万人の人口があり、ここに管

渠を設置して下水を集めて処理するものである。現地機関が実施を担当し、関係者は次のとお

り。 

-Metropolitan Surabaya: Mr. Maruhady phone: 081 2327 9330 

 Mr. Tigor Simarmata phone: 081 2322 7921 

-East java: Mr. Alimun phone: 081 2321 4771 

 

４．衛生プラントに対する PU 補助金の可能性 

 環境保護目的の投資であると判断される建設費には補助金を与えることできるが、運転費用
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への補助金は制度上、出せない。投資的経費のなかでも環境保全に積極的に貢献する部分は補

助対象にできるが、その寄与が薄い部分（門塀、場内整備など）は補助対象から除外される。

廃棄物の衛生埋立ての事例だと 80％の補助率となったが、事業の種類や立地条件によっても異

なるので、補助率はケースバイケースで決まることになる。リハビリは投資扱い（つまり、補

助金の検討対象）である。 

 

５．汚泥抜き取り手数料決定における地方機関の権限 

中央政府の関与はなく、地方自治体の自主性に委ねられる。手数料の上限にも定めはない。

この件を管轄する中央政府とは内務省（Min. of Home Affairs）である。 

 

６．浄化槽の構造基準 

PU の下に Research Agency があって技術ガイドラインを刊行している。地方機関にも配り

普及を図っているが、強制力のある規制を伴うわけではないので、設置者がこれに従う義務は

ない（１セット貸与。JICA インドネシア事務所でコピー後、返却予定）。 

 

７．浄化槽汚泥処理プラントに対する水質基準 

排水基準は環境省の所管である。一般に基準値は放流施設の規模によって異なり、また放流

先の水質規制によっても差異がある。浄化槽汚泥処理場に対しては BOD 30～100mg/l である。

また環境省は全国共通の基準値を定めるが、地方機関による上乗せもある。 

 

８．今後の予定 

今回の調査結果等については、12 月中に日本側から共有する。 

 

 

日 時：2008 年 11 月 24 日（月） 10:00～10:30 

場 所：チプタカリヤ 

目 的：情報収集 

出席者： 

チプタカリヤ：ダル 外国援助係長 

JICA：鈴木団長、岩井インドネシア事務所員、漆畑団員、高橋団員 

 

１．ブルーブック記載のスラバヤ下水プロジェクト 

2010 年度のブルーブック記載の標記プロジェクトへのイスラム開発銀行の資金援助は、確定

したものではなく PU の期待である。また在クプティ「汚泥処理プラント」を構想に含んでい

ない。 
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第 1 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2008 年 11 月 25 日（火） 11:00～11:30 

場 所：スラバヤ市 副市長応接室 

目 的：表敬 

出席者： 

スラバヤ市：アリフ副市長、トガール環境局長 

JICA：鈴木団長、岩井インドネシア事務所員、漆畑団員、高橋団員 

 

１．調査ミッションの目的説明：鈴木団長 

・第 1 次調査から、第 2 次調査までの全体スケジュールについて、説明した。 

・今回は本要請計画の妥当性に絞って調査を行い、調査結果によりスキーム変更、延期、中止

の可能性もあることを説明した。 

 

２．スラバヤ市の水環境・衛生環境改善方針 

アリフ副市長から、要請計画の背景・目的について以下のとおり説明があった。 

・市長のイニシアティブで市の環境改善に力を入れている。 

・北九州市の協力で、カリマス川の環境改善を実施中である。 

・SSDP マスタープランのレビューを実施中、12 月に完了する。 

・このうち、下水道については Bosem Project を第 1 号として、実施する。 

・クプティ処理場改善は、以上のような市全体の環境改善計画の一翼を担うものとなる。 

 

 

日 時：2008 年 11 月 25 日（火） 11:30～16:00 

場 所：スラバヤ市 本庁舎 2 階会議室 

目 的：キックオフミーティング 

出席者： 

スラバヤ市：トガール環境局長、スラバヤ工科大学（ITS）教授（SSDP マスタープランレビュ

ー調査）、計画局、清掃公園局、健康局 

JICA：鈴木団長、岩井インドネシア事務所員、漆畑団員、高橋団員 

 

１．スラバヤ市の水環境・衛生改善方針プレゼンテーション：トガール環境局長 

・現在の衛生状況：住民 270 万人と通勤者 100 万人の汚濁物質の処理は不十分である。 

下水道はなく、唯一浄化槽汚泥の処理施設が稼働している。 

法規制等も不十分である。住民意識も低い。 

・SSDP マスタープラン 1997 の概要：マスタープランは下水道整備計画及び 2 つのし尿処理場

建設であり、当面はモジュラー方式（区域分割方式）により下水道を整備

する計画である。しかし、今日まで実施されていない。 

・衛生改善計画：SSDP マスタープラン 1997 のレビュー調査を実施する。 
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都市衛生改善のシナリオ作成及び市条例の準備を行う。 

都市衛生改善シナリオの実施財源を要求する。 

モジュラー方式を具体化する。 

クプティ処理場改善のため JICA に無償資金協力を要請する。 

 ・クプティ改善計画：計画処理能力 400m3/日の処理を行うことを目標とする。 

使用料金制度の改善や標準運転手続き（SOP）の整備などキャパシティ・

ディベロップメント（CD）を行う。 

BOD/COD 処理の改善と窒素・リン（N/P）の除去を行う。 

環境教育施設を追加する。 

 

（スラバヤ市水環境・衛生改善方針のまとめ） 

 ・クプティ処理場において、400m3/日の浄化槽汚泥を処理する。 

 ・Benowo 浄化槽汚泥処理場を建設する。 

 ・ 初のスラバヤ市下水処理場として、Bosem Project を実施する。 

 

２．スラバヤ市の水環境・衛生環境改善方針に関するディスカッション 

トガール環境局長に対し、クプティ処理能力を 400m3/日にしても、浄化槽汚泥の搬入が増え

なければ無駄になる、そのため市当局は条例等で不法投棄を取り締まる必要があると説明した。 

また、クプティ処理場の N/P 除去については、下流での富栄養化対策の必要性など明確な理

由が見当たらないことから、投資効果を検討しその必要性を確認することとした。 

トガール環境局長は、イスラム開発銀行はインドネシアでの経験がないので、Bosem Project

の資金援助先としては難しい、との認識を示した。 

 

３．トガール環境局長へのヒアリング（Q&A）で得られた主な知見 

 ・クプティ処理場へは、し尿は搬入されず、浄化槽汚泥だけが搬入される。 

 ・現在、浄化槽汚泥の河川への直接投棄場は公的に運営されていない。 

・これら河川等への直接投棄は、すべて禁止されていて不法投棄となる。 

 ・人力による汚泥除去も行われており、これらは不法投棄されている。 

 ・浄化槽汚泥処分料金は上限値等の規制はなく、市場価格で決まる。 

現在 15 万ルピア（Rp.）/m3 以上と Rp.7 万 5,000 の 2 倍となっている。 

・浄化槽汚泥の除去は、浄化槽の機能低下に応じ個々が判断、2～4 年に 1 回程度か。 

・市条例の制定により、クプティ処理場の処理料金 Rp.3,750 の値上げは可能である。 

・現在、市は組織改革を検討中であり、年内に実施される。 

・環境局が、現在清掃公園局担当の衛生施設及び未指定の下水道を担当しそうである。 

・下水・汚泥管理に関する法律は、上水道法の一部に一般的な記述があるのみである。 

・水質規制基準を定めることができるのは州レベルまでであり、市にはその権限がない。 

・トイレに関する情報は SSDP マスタープランレポートを今も参照している。 

・クプティ処理場の改良は所要手続きを考えて 2010 年くらいと見込んでいる。 

・SSDP マスタープラン見直しは PU とスラバヤ市（KMS）で分担（PU は下水道部分、KMS は
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SSDP マスタープランと条例制定）。 

・クプティ処理場下流域における農業、漁業、水道などの水利用はない、詳細は次回。 

・地下水利用に関しては水道公社（PDAM）で情報をもっている。 

 

４．JICA 調査団の日程 現地視察 

（１）11 月 26 日（水） 現地視察 

・ホテル発  8:00 a.m. 

・クプティ処理場及び周辺河川 昼食 

・ブノオ（第 2 浄化槽汚泥処理場予定地） 

・ボゼム（下水処理場予定地）  

（２）11 月 27 日（木） 質問表に関する討議 

・清掃公園局・環境局以外の関係者 財務、土地管理、洪水制御、水道当局、収集業者、コ

ンサルタント 

・清掃公園局関係者  本局、クプティ処理場関係者 
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第 1 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2008 年 11 月 26 日（水） 9:00～12:00 

場 所：クプティ処理場 

目 的：情報収集 

出席者： 

処理場：Mr. Hendri Setianto SP 所長、Mr. A. Buhari 所員、Mr. Ch. Aksin 所員、Mr. Supaii 所員 

環境局：Mr. Prastowo 環境省回復係長 

CSW：Mr. Sisuwaji Nugroho、Ms. Sri Sumestri 

JICA：鈴木団長、岩井インドネシア事務所員、漆畑団員、高橋団員 

 

１．処理場関連の質問に対して得られた知見 

（１）処理施設 

・計画・設計資料は、平面図及び施設概要（パンフレット）入手。 

  ・詳細な設計図書類、建設コスト等は、27 日に清掃公園局にヒアリング予定。 

 ・主要機器リストを入手。28 日に個々の機器状態を調査予定。 

（２）施設建設経緯 

  ・1989 年建設開始（設計者：Surabaya Industry State Lunkut） 

  ・1991 年 2/4 系列（ディッチ、 終沈殿池、乾燥床）建設完了 

・運転開始後受入施設（Equalization Tank）にトラブル発生 

 ・1993 年全体施設（4/4 系列）完成 

  ・2000～2002 年受入施設（汚泥分離槽）建設 

（３）受入汚泥量・収集能力 

  ・受入汚泥量（2008 年）：2,000～3,000m3/月=70～100m3/日（2004～08 年受入量入手） 

  ・収集能力：業者数 27 社、バキューム車 70 台、2～7m3/台（収集業者リスト入手） 

  ・ 大収集能力（推定）：70 台×平均 3m3/台×2 回/日=420m3/日 

（４）水質管理 

・処理施設流入・流出等の水質（BOD,COD,TSS）を測定（数点のデータ入手）している。 

  ・処理場からの排水基準はないが、放流河川の環境基準を目標としている。 

  ・水質測定は外注（担当によれば、予算に合わせ 2～3 月ごと）している。 

  ・水質試験室はあるが、水質試験機器はない。 

・また、流量測定はしていない。 

（５）汚泥処理 

  ・汚泥分離槽（受入施設）：発生汚泥をクラムシェルでダンプトラックに積み込み、 

ゴミ処分場で処分している。 

  ・余剰汚泥（ 終沈殿池）：天日乾燥床で脱水汚泥を無償で配布している。 

業者が有価物（農園の肥料）として収集販売している。 

（６）アクセス道路 

収集車の進入口はゴミ処分場西北隅の交差点に南北から入り東へ進路を変えて竹並木を通
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る経路のみである（次葉参照）。 

（７）管理体制 

・処理場組織図：管理所長室内に掲示した組織図を入手 

・所員構成とシフト勤務：現行の日勤・夜直割当表（写）を入手 

（８）汚泥処理料金 

・一律単価 Rp.3,750  

・処理場入り口で搬入時の液面水位から車種ごとの容量を勘案して引き取り量査定 

・同時に引き取り量を記載した料金伝票を発行、2 枚組の 1 枚を運転者に渡す。 

・収集業者は本庁の財務局に伝票を持参して料金を支払う。 

（９）維持管理費用 

・維持管理費の項目別費用リストを入手 

 

注 1．法制、予算、財務管理については本局で協議を継続する 

注 2．放流地点を 11 月 28 日（金）朝に再度来所して確認する 
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クプティ処理場とジャギル川 

 

ジャギル川

旧ゴミ処分場 

し尿汚泥処理場 
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第 1 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2008 年 11 月 27 日（木） 9:00～12:30 

場 所：環境局会議室 

目 的：情報収集 

出席者： 

環境局：Ms. Luki（トガール局長の代理）、Ms. Uli-S、Mr. Prastowo 環境質回復係長 

清掃公園局：Mr. Hendri Setianto SP クプティ処理場長 

DTKP（Dinas TATA Kota）：Mr. Kartino A.N、Mr. Skundario 

健康局：Mr. Agus Bambang S 

BPTB：Ms. F. Aini 

ビナマルガ：Mr. Subandriyo 

Keputih 事務所：Ms. Julianita S、Ms. Minat Ariani 

CSW：Ms. Sri Sumestri 

JICA：鈴木団長、漆畑団員、高橋団員、フィンサ（通訳） 

 

１．調査ミッションの目的及び本日までの知見を説明：鈴木団長 

今回の調査目的は、本要請計画の妥当性を調査することである。 

来インドネシアまでの疑問点は、①クプティ処理場が計画処理量を処理できない理由、②カ

リマス川の水質改善への貢献、③クプティ処理場以外での汚泥処理の可能性、であった。 

本日までに、①クプティ処理場への搬入汚泥量不足は、処理場の処理能力に問題があるので

はなく、汚泥収集に問題があること、②クプティ処理場の重要性は理解したが、処理施設改善

が必要かどうか疑問であること等が分かり、日本側が協力するかどうか判断が難しくなってき

たと感じている。 

以上のことを、本日会うことができないトガール環境局長に伝えてほしい。 

 

２．関係者へのヒアリング（Q/A）で得られた知見 

（１）汚泥処理場に関し、前日依頼した資料の提出と説明 

・処理施設レイアウト図：計画平面図（1993/4 年）、現施設竣工図（2002 年） 

・職員数：23 人（所長、オペレーター13 人、搬入量計測 3 人、事務/ラボ 2 人、ガード 4 人） 

・学歴：大学卒 2 人、専門高校卒 6 人、高校卒 7 人、中学校卒 3 人、小学校卒 5 人 

・シフト割当表：所長を除き、3 交代（朝番 13 人、午後 8 人、夜直 2 人）である。 

・汚泥の受入時間：朝 7 時から午後 6 時までである。 

（２）健康局に依頼した資料の提出と説明 

・トイレ形態別普及数 

①浄化槽 51 万 6,091 世帯 

②Pit Latrine 等 18 万 7,272 世帯 

③世帯平均人数 4 人 

世帯数のトイレ型別分布の分かる表の提出依頼（SSDP マスタープランレポートに掲載



－87－ 

の健康局作成になる表を見本として提示、アップデートを依頼） 

・水利用 

地域別依存水源分布表の提出があった。これの見方については後日照会することを申し

入れ。表流水の水質について健康局はチェックしていない。 

・地下水 

クプティでは 5 サンプルを検査したところ、すべて生物/化学検査ともに不合格であった。

スラバヤ全体では 318 サンプルのうち、生物検査合格 21、不合格 297、化学検査合格 77、

不合格 241 であった。 地下水検査は年 2 回行うこととされているが、実際には年 1 回しか

できない（予算が足りない）。 

井戸の水質管理は健康局と環境局とで次のように分担しているが、環境局では掘削許可

を扱うだけで飲用不可としているので検査したことはないとのこと。 

①浅井戸（30 m 以内） 健康局 

②深井戸（30 m より深い） 環境局 

・水道公社（PDAM）供給水の水質 

サンプル 1,561 のうち合格 988、不合格 573 であった。 

・下痢患者数 

クプティ管内に診療所が 2 軒あり、そこの診療件数を集計し、一方、スラバヤ全市の集

計も行った。発生率を比較するためにクプティとスラバヤ全市の人口資料追加を依頼した。 

（３）クプティ周辺の水利用と不法居住者について Dinas TATA Kota に質問 

周辺の現況土地利用図を参照したいので提供を依頼したところ、趣旨が通じがたいので再

度訪問して依頼することを申し入れた。 

不法居住者に関しては、その実態を把握していない。この問題を解決するのは SATPOL PP 

であるとの情報を得た。 

（４）不法居住者の属するクプティ事務所員から聴取 

廃棄物埋立て中は、収集車がゴミ汁を垂らし積荷を散乱させながら通行していた。道路に

面する家の敷地にまでゴミが入り込んだり臭気により不快であったが、今はそのようなこと

はない。処分場内に住んでいた回収業者は大半が場内の隅に移転してクプティクルラハンの

第 VIII RW の RT3、RT4 を構成している。旧処分場内部に残された家屋は空き家であり、

使用は引き続き場内で資源回収をしている者が作業用に使っている模様。 両 RT を形成して

いる移転者にはベチャ運転手など転業した者が多いとのこと。 

第 VIII RW において移転者は先住民と共同で独立記念日の行事に参加するなど友好的な関

係にある。汚泥収集業者と汚泥処理場周辺住民との関係もよく、業者は行事に寄付し小さな

モスクへの寄付もしている。 

市は簡易給水施設を設置、水道代の一部を補助している。給水はPDAMのローリーで行い、

2 台/日までは市が半額補助、超える分は全部自費とのこと。 
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日 時：2008 年 11 月 27 日（木） 13:30～15:45 

場 所：清掃公園局 

目 的：情報収集 

出席者： 

清掃公園局：Mr. Aditya Wasita MM 調達部長 

 Mr. Heru Apedianto 総務部長 

 Mr. Agus Hebi Djuniantoro ST MT 道路・公園清掃課長 

 Mr. Ipong Wisnoewardono 保守・調達課長 

 Mr. Eddy Wahyu Tjandra ブノオ廃棄物処分場長 

 Mr. Hendri Setianto SP クプティ処理場長 

JICA：漆畑団員、高橋団員、Ms. Vinza（通訳） 

 

１．関係者へのヒアリング（Q/A）で得られた知見 

（１）クプティ処理場の受益者（計画人口）110 万人の根拠：不明（環境局に聞く） 

（２）浄化槽汚泥の直接投棄の禁止 

・2000 年に市条例が制定され、汚泥の直接投棄は禁止された。（スラバヤ市条例 2000 年第 4

号入手） 

・不法投棄（夜間投棄や市域外での投棄など）は丸々収集業者の利益となる。 

・不法投棄に対しては、SATPOL PP や YUSTISI による取り締まりが強化されており、100 人/

月の摘発実績がある。違反者には 500 万ルピアの罰金が課せられる。 

（３）Green Zone & Community Park 整備予算 

・2004～2006 年に予算は執行された（額は後ほど E メールで知らせる）。 

・旧処分場内整備や緑化に使われた。外周の竹並木もその一部。 

（４）発生汚泥量の処分量の試算：市人口（夜間 280 万人、昼間 400 万人） 

・浄化槽使用者は 51 万 6,000 世帯×4 人=206 万人（74％）、その他の地下浸透トイレ・水上

トイレ利用者は 18 万 7,000 世帯×4 人=74 万人（26％）である。 

・クプティ処理場持込みは、4 年ごとに 2m3 収集と仮定すると、100m3×365 日÷2 m3/4 年/4

人）=30 万人と推定される。 

・結果として、206 万－30 万=176 万人分の浄化槽汚泥が、①浄化槽から外部に直接流出して

いる、②収集後に不法投棄されている、と推察される。 

（５）処理場からの放流水質基準 

  ・放流水質基準は設定されていないので、水質環境基準を目標としている。 

 ・水質環境基準は、東ジャワ州 BOD 150mg/l、国 BOD 100mg/l（後日確認） 

（６）クプティ処理場に関する収支等 

・2005～08 年の維持管理費（維持費、修理費、部品・消耗品購入費、外注費）を入手した。 

・その他の支出、電気代、人件費について、2004～08 年の資料作成を依頼した。 

・また、汚泥処理料金収入について、2004～08 年の資料作成を依頼した。 

  ・建設時の詳細な設計図書類、建設コスト等のデータはない。 

・ 今年、一部施設の改修を実施した。 
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日 時：2008 年 11 月 27 日 16:00～17:00 

場 所：SATPOL PP 警察署 

出席者： 

警察署：Mr. Utomo 署長 

JICA：漆畑団員、高橋団員、Ms. Vinza（通訳） 

 

１．関係者へのヒアリング（Q/A）で得られた知見 

（１）SATPOL PP の役割 

 ・不法占拠家庭に地方帰還を働きかける。 

 ・河川内私設便所（4T といわれる貧民のもの、ヘリコプターと呼ばれる）の撤去 

 ・不法投棄収集業者の監視・摘発（Jagir 川、Brantas 川等） 

（２）SATPOL PP の組織 

・SATPOL PP のパトロールは市中心部で 280 人体制、他に 31 区役所の 400 人や YUSTISI と

連携協力している。 

・YUSTISI は TATA Kota、清掃公園局、環境局などの各局に属し、不法投棄、違反建築など

所管事項に係る条例違反を摘発する（違反者には、住民証明書を取り上げて SATPOL PP に

引き渡す）。 

（３）不法投棄に関する署長の提案等 

・市条例で、環境局をヘッドとする関係者（清掃公園局、SATPOL PP、区役所）のチームを

つくる。 

・業者リスト、保有車の実台数登録、運行ルート/スケジュール等の情報の共有、監視･摘発

の連携を行う。 

・区以下の行政の長に汚泥の投棄先監視に責任をもたす（署長は Lular、Camat 両方の経験が

あり、狭い地域単位で監視する体制の有効性を熟知している由）。 

・こうした規制は条例に基づいてしかできないので、条例の制定を望んでいる。まだ実際に、

清掃公園局などに働きかけてはいない。 

 ・収集業者に政治的な力はない。 

・月に 100 人くらいを摘発しているが、まだ収集量の半分以上を不法投棄しているのではな

いか。 
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第 1 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2008 年 11 月 28 日（金） 9:00～10:00 

場 所：クプティ処理場 

目 的：情報収集 

出席者： 

処理場：Mr. Hendri Setianto SP 所長、Mr. A.Buhari 所員、Mr. Ch.Aksin 所員 

Setra Seri：Mr. Suwandi 社長（汚泥収集登録会社） 

JICA：漆畑団員、高橋団員、Ms. Vinza（通訳） 

 

１．汚泥収集会社へのヒアリングで得られた知見 

（１）会社の営業分野 

   次のような業務をやっていて、シェア 大はビル清掃である。 

・ビル清掃 

・ペストコントロール 

・工場のスラッジ除去（処分地は顧客の敷地内） 

・人材派遣（清掃・スラッジ除去など） 

・浄化槽汚泥除去 

工場廃水汚泥は敷地内で処分されているし、工場団地には自前の処理処分場がある。また、

商業ビルのスラッジは大抵オーナーがやるので仕事にならない。 

浄化槽汚泥除去は社員 800 人のうちの 15 人と車 3 台を充てているが、2004 年から仕事が

少なくなった。仕事を頼む家庭や会社が少なくなったのは、住民の環境意識が低く、支出節

約と汚泥を流動化させる薬品（汚泥が減る EM 菌？）の普及が原因と考えている。 

（２）汚泥収集業者団体 

現在登録業者 23 社で構成しており、団体の推薦を受けて清掃公園局が登録証を発行する仕

組みになっている。登録業者でないと汚泥処理場で引き取らない。現在 4 社が入会審査中で

登録待ちである。 

（３）汚泥除去代金 

1m3 当たり 11 万ルピアが業界アソシエーションの協定価格である（ 低量は 2～3m3）。会

員外の業者にはこれより安く引き受けるところもある。彼らは公然と協定以下の値段表を市

中に貼りめぐらして宣伝し、顧客を獲得している。アソシエーション以外の業者が 25％を収

集している。こうした未登録業者は、一般に税を払わず、不法投棄をしている。 

（４）汚泥引き抜き頻度 

   ・洪水があるところ 4 年ごと 

   ・洪水がないところ 10～15 年ごと 

（５）歴 史 

Setra Sari は登録第 1 号の会社で創業は 1969 年である。日本の軍人関係財団の資金協力を

受け、清掃機材などが導入されてスタートした。 
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日 時：2008 年 11 月 28 日（金） 10:00～11:00 

場 所：クプティ旧ゴミ処分場内スクワッター居住地 

目 的：視察 

出席者： 

クプティ クルラハン事務所：Ms. Julianita S、Ms. Minat Ariani 

JICA：漆畑団員、高橋団員、Ms. Vinza（通訳） 

 

１．クルラハン事務所員からの聞き取り及び視察した内容は以下のとおり。 

（１）給水施設 

  ・タンク 4 基 

  ・35l ポリタン（水代 Rp. 400 /本） 

  ・上記ポリタン 8 本積みハンドカート（配達員つき） 

・給水車（4kl 車） 

（２）コミュニティ広場 

  給水タンクのほかに以下の設備がある。 

 ・ハンドボールサイズのゴール 1 対 

  ・公衆便所（Pit Latrine） 

  ・コンポスト小屋（高倉方式） 

（３）共通施設 

  ・舗装された街路 

  ・送電線 

  ・排水路 

  ・集会所（RT3、RT4 共用） 

（４）セプティックタンク 

各戸に敷地内に埋設しているが、頂部はセメントで固められていて中が見えない。汚泥を

抜くときはコンクリートを壊して穴を開ける。蓋の大きさは 30cm～1m。 

（５）居住権 

不法居住なので、SATPOL PP によって退去させられる可能性があることは承知している。 

 

 
給水タンク セプティックタンク蓋 
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日 時：2008 年 11 月 28 日（金）11:00～11:30 

場 所：クプティ処理場の放流地点 

目 的：視察 

出席者： 

処理場：Mr. Hendri Setianto SP 所長 

Mr. A. Buhari 所員、Mr. Ch. Aksin 所員 

JICA：漆畑団員、高橋団員、Ms. Vinza（通訳） 

 

１．放流地点に関して得られた知見 

（１）放流口 

スクワッター居住地のコミュニティ広場に面した漁師の家の背面、船着場の渡り板の下。

放流管の先端は、軒先の地面から地表に現れてから途中の支えなしで 1.5m ほど張り出してい

て、水面から約 40cm 上にある。 

（２）処理水の色 

所長が携帯電話を使って合図をしたら処理水が流れ出した。水はうすく茶色に着色してい

たが、川の水は黄土色に濁っているため落ちた水の流線は認められなかった。 

（３）漁師の漁場 

漁師は家の前のジャギル川を漁場とせず、海に出て魚を捕っている。 

 

 
漁師の庭先 放流状況 
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クプティし尿処理場の処理水放流地点 

 

 

旧ゴミ処分場 

し尿処理場 

ジャギル川 
放流地点 
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日 時：2008 年 11 月 28 日（金） 13:00～15:30 

場 所：BAPPEKO 

目 的：情報収集 

出席者： 

BAPPEKO：Mr. Wisnu Wibowo、Ms. Dwi Ratna Mumpuni Dewi 

JICA：漆畑団員、高橋団員、Ms. Vinza（通訳） 

 

１．質問事項に対する質疑を通して次の知見を得た。 

（１）受益者の見込み数：その部分の資料作成に関与していないので答えられない。作成者（環

境省）に聞くことにする。 

新のスラバヤ市人口データ：314 万 1,935 人、85 万 8,970 世帯（2008 年 5 月） 

（２）計画・政策 

・本要請は SSDP マスタープランと関係あるか：ない 

・追加汚泥処理場と現存プラント改善とを検討したか：していない 

・浄化槽汚泥の全量を処理・処分する計画・政策はあるか：まだである 

（３）下水道システム 

・下水道システムに関する計画と現状：下水道と衛生システム開発プログラムから関係部分

を抽出英訳してメール添付にて提出する 

・排水システムに関する計画と現状：スラバヤ排水マスタープラン 2018 から関係部分を抽出

英訳してメール添付にて提出する 

（４）期待する無償プロジェクト目標年度：2009 年度 

（５）汚泥除去費用の負担能力について 

・家計支出統計はないが、収入の統計があるのでこれを入手 

・科学的な研究データはこれまでにない 

（６）汚泥が十分に集められない原因について 

・コスト要因が大きい。 地域格差もこれを増幅している。遠距離であっても均一料金とされ

ているが、遠距離ではコストがかさみ 30 万ルピアとられるところもある。 

・条例にも問題がある。タンクローリーの不法投棄を規制しても、カンプンのようなスラム

街ではハンドカートで汚泥を搬出し川に捨てているが、これは規制対象にならない。 

・汚泥処理プラント改善が難しいのであれば、要請にある環境教育センター建設に協力した

らどうかとの示唆あり。 
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第 1 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2008 年 12 月 1 日（月） 9:30～13:00 

場 所：クプティ処理場 

目 的：情報収集 

出席者： 

処理場：Mr. Hendri Setianto SP 所長、Mr. A. Buhari 所員、Mr. Ch. Aksin 所員 

JICA：高橋団員、Ms. Vinza（通訳） 

 

これまでに得られた処理場関連の資料及び知見について再確認するとともに、施設･設備の状況

を調査した。以下、得られた知見を示す。 

 

１．処理施設建設経緯 

1989～90 年 第 1 期施設（1/2 系列）の建設（財源：スラバヤ市） 

1991 年 5 月 31 日 運転開始 

1993 年 第 2 期施設（2/2 系列）の完成（財源：スラバヤ市） 

運転開始後 Equalizer Tank（汚泥調整槽）の能力不足に伴う運転トラブル発生 

2000～02 年 汚泥分離槽及び Drying Area（汚泥乾燥地）の建設（財源：CIPTA KARYA） 

2006 年 Polishing Pond（仕上げ池）の建設（財源：スラバヤ市） 

2008 年 主要施設（OD 槽及びエアレーター、汚泥分離槽等）の改修工事及び追加工事の実施

（6 億ルピア、財源：東ジャワ州/CIPTA KARYA） 

 

２．汚泥の処理処分 

・水処理汚泥の乾燥汚泥は、有機農業を行っている大規模農家がトラックで搬出している。現

在は無償配布であるが、需要が多いので将来、有償頒布を考えている。 

・汚泥分離槽からの搬出汚泥は、Drying Area（汚泥乾燥地）あるいは隣接地のゴミ処分場に仮

置きし、安定化･無害化させ、1 月くらい後に街路樹、公園等に施用している。 

 

３．放流水質基準 

・放流水質基準は設定されていないので、水質環境基準を目標としている。 

・水質環境基準は、東ジャワ州の基準（類型Ⅲ：BOD 150mg/l 等）を適用し、国の指標（BOD 

100mg/l 等）は参考値である。 

 

４．処理施設・設備機器の状況確認 

（１）2008 年の改修・追加工事の内容 

処理施設の運転開始後 17 年が経過し、初めての大規模な改修工事である。本工事は東ジャ

ワ州/チプタカリヤから、6 億ルピアの補助を受けて実施された。 

主な工事内容は以下のとおりである。 

・OD 槽底部・壁面の改修（4 池） 
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・エアレーター2 基（1 池分）等の補修 

・汚泥分離槽及びクレーン操作室等の改修 

・門、駐車・駐輪場の設置等 

（２）主要施設・設備機器について 

一般平面図及び主要機器リストにより現有施設の確認を行った。 

・ディッチの断面等主要施設の寸法確認 

・主要機器の数量、稼働状況確認 

  

今後、改修等が必要と思われる施設・設備機器は、以下のとおりである。 

・ 終沈殿池越流堰の改修 

・ 終沈殿池の躯体･かき寄せ機の補修（空にして確認する必要あり） 

・流量計の設置 

・簡易滅菌装置の設置 

・簡易な水質分析装置 

・現場操作盤の補修（小動物対策） 

 

 

日 時：2008 年 12 月 1 日（月）10:30～11:00 

場 所：環境局 

目 的：情報収集 

出席者： 

環境局：トガール環境衛局長、Ms. Sultauli 

JICA：漆畑団員 

 

１．関係機関から追加情報収集の必要性とそれへの協力要請 

・添付表に基づいて個別に追加情報を収集したいこと、そのために必要な面談の手配を要請

し、一部修正のうえで承諾された。 関係機関への手配はウリさん（Ms. Sultauli）が指示され

た。 

・トガール局長に対する質問は、その場で答えてもらうことになり、予定していた 終日の訪

問目的が変更になった。 

・優先訪問先とした 2 機関への訪問予定は当方の通訳フィンサさん（Ms. Vinza）から直接申し

入れ、順序は入れ替わったものの、予定どおり明日（12 月 2 日）行うことにし、ウリさんも

了解した。 

・12 月 4 日に希望していた DTKP Mr. Skundario 氏訪問予定は、代替情報がトガール局長から

頂けるので取り消した。 

・DTKP の代わりにチプタカリヤで紹介されたボゼムプロジェクト担当の Mr. Alimun 氏（東ジ

ャワ州 PU 事務所）との面談を申し込む。申し込みは明日（12 月 2 日）面談するマルハディ

氏経由とすることでウリさんの了解を取る。 

 



－97－ 

２．環境局への質問に対する回答 

（１）汚泥管理・下水道に関する法制 

義務条項を含んだ当該法制は、自分の知る限り、インドネシアの国・地方ともに定められ

ていない。 そこから一歩踏み出そうというのが現在進行中の SSDP 見直し調査で、サルウォ

コ教授に託したところである。自分はマレーシアにおける先進的な制度に感銘を受け、これ

を取り入れたいと願っている。 それは例えばハウジング開発に対する規制で、300 pop. equiv. 

以上の規模で団地開発する場合、下水の集合処理施設の設置を義務づけるものであり、近接

する複数の団地開発に対しては共同汚水処理施設とすることを規定している。 水処理施設の

コストは不動産のコストとして開発者に負担させ、政府の負担を軽減するものである。スラ

バヤの場合、 低規模を 300 ではなく 1,000 pop. equiv. のような考慮が必要であろう。SSDP

マスタープラン見直し業務は環境局から発注している。 

（２）ジャギル川の水質環境基準 

ウリさんがコピーを渡すよう指示されたので、基準値を知りたい水域の衛星写真をウリさ

んに提出した。 終訪問日に確認する。 

（３）要請プロジェクトの受益者数見積もり 

SSDP マスタープランの構想に基づき、東西 2 つの汚泥処理場で全スラバヤの汚泥処理を二

分するとして求めた概算である。 

（４）土地利用図 

トガール局長の部屋に掲げてある計画図のベースマップは、大別された土地利用区分の上

に描かれており本業務の目的にかなうものと判断した。 局長が保有するソフトウェアを後日

コピーしてもらうことになった。 
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第 1 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2008 年 12 月 2 日（火）9:45～11:00 

場 所：Satuang Kerja（Satker: 作業班） SNVT PIPS GKS 

目 的：情報収集 

出席者： 

SNVT PIPS GKS： Mr. Tigor Simarmata 班長、Mr. Marhadi Boediono 副班長 

JICA：漆畑団員、Ms. Vinza（通訳） 

 

１．ボゼムプロジェクトの進捗状況 

・本プロジェクトはクプティとのつながりはなく、灌漑総局管轄のジャサティルタが実施して

きた洪水防御プロジェクトに由来する。 

・対象地域はボゼムモロクルンバガン（くの字型の細長い池の名前）地区とタンバクウェディ

地区である。 

・プロジェクト名は、前記 2 地区における廃棄物分野のインフラ整備である。 

・当初の洪水防御プロジェクトは、大量のゴミの流入、不法居住者による河道占拠、堆積物と

植物の繁茂などによって実施不可能となり、これらの問題は都市排水の問題として解決すべ

きだということになり、2 年前にチプタカリヤに移管された。 

・プロジェクトは 2007 年から予算が執行され、今年、来年も予算確保している。 

・第 1 段階はトレスレクと呼ばれるスクリーンを流入河川を横切って設置し、ゴミの流入を抑

えた。 

・第 2段階は周辺住民の意識向上のためコンポスト作りを含め、3R 運動（Reduce、Reuse、Recycle）

を始めた。対象地域はクルンバガン、サワハンなどのグレグ川流域のケチャマタンに広がる。

池底の浚渫も実施した。 

・第 3 段階は、水をきれいにすることである。バイオレメディエーションなど（費用のかから

ない方法）を採用する計画もあるが、主体は下水道計画が担うことになる。 

・すべての段階でコンサルタントを活用しており、下水道計画については今年度「Review of 

Master Plan and Detailed Engineering Design」として CSW に発注した。 

・流域単位で水域を浄化する同様の計画をほかの場所に広げようとして、4 水系についてプロ

ジェクト用地を物色中。 

・2007 年作成のプロジェクト紹介文書入手（インドネシア語、訳なし） 

・担当組織の名前 

S: Satuankerja（作業班） 

NV: Non-Vertical（英語：垂直でない＝水平の） 

T: Tertentu（特殊な） 

P: Pengembangan（開発） 

I: Infrastruktur（インフラ） 

P: Persampahan（ゴミ堆積） 

S: dan Sanitasi（及びサニテーション） 
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GKS: Gerbangkertosusilo〔スラバヤ周辺 6 都市の集合的呼称：Gresik、Bangkalan、Mojokerto、

Surabaya、Sidoarjo、Lamongan（ジャワ語の発音により語頭 Lo に変化）〕 

２．外国あるいは国際援助機関からの協力申し入れ 

・中央のことは知らないが、自分のところにはどちらからも話はきていない。 

 

 

日 時：2008 年 12 月 2 日（火） 11:00～12:00 

場 所：Satker PKP2LP（同一建物の同じ階にあることが判明） 

目 的：情報収集 

出席者： 

PKP2LP：Mr. Alimun Nichri MM 班長、Mr. Tri Wahyuriyadi 副班長、Ms. Yuli Imawati 

JICA：漆畑団員、Ms. Vinza（通訳） 

 

１．ボゼムプロジェクトの進捗状況 

・担当職務はボゼムと関係ない、東ジャワ州全域の居住環境改善の業務を担当している。スラ

バヤ市の関係ではクプティの処理場、ブノオのゴミ処分場・汚水処理場を担当している。 

・担当組織の名前 

P: Pengembangan（開発） 

K: Kinerja（作業の方法） 

P2: Pengelolaan（処理）、Penyehatan（健康にする） 

L: Lingkungan（環境） 

P: Permukiman（居住地） 

 

２．スラバヤ市との業務分担 

（１）事業予算 

クプティ処理場の建設費、修理費はすべてこの事務所から出している。今年の 10 月にもク

レーンの修理費として 600 万ルピア支出した。汚泥のドライイングベッドを 2 倍に拡大する

予定であるが、場所が決まったかどうかまだ聞いていない。コンポストについてはどのよう

な製品として可能性があるのか、検討結果を知りたい由。 

（２）汚泥の追加処理場計画 

ブノオに 400～600m3 規模の第 2 プラントを追加し、合計 800～1,000m3 にしたいと考えて

いる。しかし既存プラントが日量 400m3 の容量に対して 125m3 しかなく、フル稼働してい

ないので実施を見合わせている。下水道計画も実施したい。 

（３）下水道事業の実施機関 

設計はジャカルタの PLP チプタで、実施はスラバヤ市となる。設計コンサルタントの雇用

もチプタ中央である。 

（４）事業予定 

用地のあてがなくては予定に入らない。ボゼムの下水道計画は 2010 年になっており、2009

年は Malang で始める。 
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３．SNVT PIPS GKS との業務分担 

（１）共通の地位 

この事務所全体は、形式的に東ジャワ州知事の下、アーバンソサエティという部局にあっ

て、Dinas Permukiman（居住部）とされている。このなかで両組織は共通項である PLP 担当

組織をなしている（Pnyehatan Linkungan Permukiman：居住・環境健全化）。 

（２）業務分担 

SNVT PIPS GKS は、スラバヤのボゼムプロジェクト１件だけに専念するが、PKP2LP は東

ジャワ州全体で複数の案件を担当する。今年までは分かれているが、来年度からは組織替え

によって一体化する。したがって下水道の実施は一体化した部署が担当することになる。 

（３）Dinas Permukiman の組織構成 

次の 6 分野に分かれている。 

① PLP- SNVT PIPS GKS 

② PLP- PKP2LP 

③ 水道 

④ 居住 

⑤ PBL（Perbaikan Bangunan & Lingkungan） 

⑥ Agropolitan 

 

 

日 時：2008 年 12 月 2 日（火） 12:30～14:00 

場 所：Dinas Kesehatan（健康局、DinKes と略す） 

目 的：情報収集 

出席者： 

DinKes：Mr. Agus Bambang  

JICA：漆畑団員、Ms. Vinza（通訳） 

 

１．便所の形態別世帯数表 

・1993 年以来調べていないので、統計としては SSDP マスタープラン掲載のものをいまだに使

用している。 

・来年は予算を多くとって同規模の調査をしたい。 

・下痢患者数を調べた Puskesmas というのは市営の診療所で、一般医科、歯科の医師及び助産

師が複数常駐し、薬局と検査室を備えている。入院設備はない。スラバヤ全部で 53 施設あり、

月曜から土曜までの午前と午後の 2 回開く。日曜は休み。 

 

２．入手情報の調査年 

・水質検査実施年：2007 年 

・下痢患者数調査年：2007 年 
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３．翌日の予定 

（１）Kel. Keputih 訪問：9 時、クルラハン事務所 

（２）清掃公園局設備・インフラ課長訪問：11 時半、清掃公園局 

（３）ITS サルウォコ教授：中間試験中で面会できないので、e-mail で質問すればそれに返信

するとのこと。名刺を渡したと言っているが心当たりなし、再度メールアドレスを聞き出す。 

（４）環境局トガール局長： 金曜日が都合悪くなったので、木曜日午後 4 時訪問に変更。 
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第 1 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2008 年 12 月 3 日（水）9:15～9:30 

場 所：クルラハン クプティ事務所 

目 的：情報収集 

出席者：事務所に着いたときは面会を予定していた 2 人とも不在、翌日の同時刻を面談日とする

知らせを環境局のウリさんから受けたとのこと。帰るのを待とうか翌日にしようか考え

ているところへ 1 人が引き返してきたので話を始めた。 

Kel. Keputih：Ms. Julianita S 

JICA：漆畑団員、Ms. Sari（通訳） 

 

（１）スクワッター集落の形成と将来 

1996 年ころから始まったと聞いているが、詳しいことは知らないので古い人に聞いておく。 

（２）人口調査年 

提供した表はもう一人の Ms. Minat が用意したので、彼女に尋ねたほうがよいとのこと。 

（３）再会の日時 

翌日午前 10 時に同じ場所で 

 

 

日 時：2008 年 12 月 3 日（水）9:30～10:30 

場 所：クプティ IPLT 

目 的：情報収集 

出席者： 

IPLT：Mr. Ch. Aksin 

JICA：漆畑団員、Ms. Sari（通訳） 

 

１．OD 槽の滞留時間 

・2 日間 

・紹介パンフレットには 24 時間と書いてあるが、と尋ねたところ、2×24 時間としているとの

ことであった。パンフレットが手元になかったので帰って確かめたところ、提供された 2001

年版では、やはり 24 時間としか書いてなかった。 

・これは古いパンフレット発行当時は 24 時間を想定していたが、その後の経験上、2 日間がよ

いとの結論を得たものと推測する。 スコリロを翌日再訪するので、近距離にある IPLT にも

立ち寄って確かめる。 

 

２．汚泥乾燥床の拡張 

（１）事業計画 

その計画について面談者は聞いていないとのことであった。所長に尋ねるべきか。 
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（２）場内の汚泥乾燥地（I 及び II）の乾燥床としての使用 

2 ヵ所ある乾燥地を処理汚泥の乾燥床の追加設備として交互に使用している。乾燥後は本

来の乾燥床の汚泥同様、外の農家などに持ち出させている。持ち出すまでに要する乾燥時間

は、乾期：2～3 週間、雨期：1 ヵ月である。 

 

     

放流管接続 乾燥床横断 

     

通路横断 放流 

 

（３）受入分離汚泥の処分地 

汚泥分離槽にたまる分離汚泥は、クラムシェルでダンプカーに積み込んで、搬出される。

行く先は、処理場内の汚泥乾燥床の南隣にある汚泥乾燥地 II ではなく、場外の旧ゴミ埋立て

処分場内の道路わきであった。現地視察の結果、その特徴は次のようなものであった。 

・旧ゴミ処分場を南北に横切る道路の南端から東側にあるゴミの山へ進入する口にある 

・ゴミの山に南から北に向かう緩傾斜の簡易舗装道路沿い約 100m の両側を使っている 

・片側（東側）を掘り下げた窪みに沈砂を流し込み、乾いてきたら道路の反対側（西側）

に移して積み上げる 

・乾燥期間は 2 週間ほど、乾燥した沈砂を取り除いた跡にまた新しい沈砂を捨てる 

・西側に移した沈砂は、外の人が篩い分けして持ち出していく。公園などの造成工事で底

土として使えるとのこと 
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新しい投棄部（右側） 古い沈砂の移転先（左側） 

 

 

日 時：2008 年 12 月 3 日（水） 11:00～12:00 

場 所：清掃公園局 

目 的：情報収集 

出席者： 

清掃公園局： Mr. Aditya Wasita 設備・インフラ課長、Mr. Hendri Setianto SP IPLT 所長 

JICA：漆畑団員、Ms. Sari（通訳） 

 

（１）汚泥処理場建設費 

探しているがまだ見つからない、見つかれば連絡する。 

（２）財源措置機関 

チプタカリヤとスラバヤ市とに分かれる。 チプタカリヤのアリムさんは両方の支出金額を掌

握しているのでそちらに当たったらよい。 

（３）汚泥処理場用地としてのブノオの可能性 

さしあたりクプティ処理場で間に合っているので、ブノオに建設することは近い将来の課題

とは考えていない。10 年後にはどうかと聞かれれば、その計画が取り上げられていることは十

分あり得る。 

（４）旧ゴミ処分場跡の公園化事業予算執行状況 

2004 年から 2 年間支出されており、目的は場周道路改良と整地・緑化である。金額は下記の

とおりであり、2006 年～2008 年は予定もなし、2009 年は約 10 億ルピアを予定していたが、1

年延期し 2010 年に変更。 

・2004 年：4 億 5,538 万 3,000 ルピア 

・2005 年：3 億 3,324 万 5,000 ルピア 

（５）外国間援助機関の動き 

今日の午前中、ドイツの援助関係者が、BAPPENAS と連れ立って清掃公園局を訪れてきた。

置いていった名刺によると、BAPPENAS の同行者は民間コンサルタント（GIETEK）で、当人

はアチェで進行中のプロジェクト関係者らしい。訪問の目的はスラバヤで“Eco-city”プロジェ

クトを始める模様。ミッション本体は 12 月 9 日に来る由。BAPPENAS が先導してくるなら、

まず BAPPEKO を訪問するはずなのに、なぜか清掃公園局が 初の訪問先だった。理由に心当
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たりはない由。 

（６）明日以降の日程 

・Kel. Keputih 事務所 10:00 a.m. 

・汚泥処理場 上記終わり次第 

・チプタ東ジャワ 面談アポイントメント取れ次第 

・環境局 4:00 p.m. 
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第 1 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2008 年 12 月 4 日（木）9:30～10:00 

場 所：クルラハン クプティ事務所 

目 的：情報収集 

出席者：  

Kel. Keputih： Ms. Minat Ariani 

JICA：漆畑団員、Ms. Sari（通訳） 

 

（１）スクワッター集落の形成と将来 

スハルト大統領のころ、1993 年～1994 年ころからスカベンジャーの定住が始まった。その後

スカベンジャー以外の人（その他職種）で移住する人が混じるようになり、世帯数は増えてい

った。RT3、RT4 の集落は北端から始まって徐々に南へ伸びていったが、集落を南北に貫く街

路は初めから 2 条あった。始めに RT3 ができ、これが膨らんで一部が RT4 となった。この過

程で RT1 及び RT2 からその他職種の住人が多数入り込んだ。今では IPLT 北隣に RT5、 RT6、 

RT7 までできており、そこには自区内（RW8）のみならず、その他の RW 例えば 1、2、3 など

からも移住してきている。IPLT の東側に接する土地の住居もその地区の延長であり、大抵は

RW8 の RT1 か RT2 （クプティ事務所の前面道路の西側一帯）から移った土地の権利なき居住

者である。クプティ事務所の南隣の旧ゴミ処分場内 6 ha にも不法居住者の集落があり、北隣は

スカベンジャー団体（Mitra Pasukan Kuning）の本部事務所である。12 月 3 日に旧ゴミ処分場内

を通過した際には、骨格をすべて竹で組み立てた長屋様の建物 2 棟が棟上げ間近に迫っていた。

その写真を清掃公園局アディティヤ部長に見せたら驚いていた。 

（２）人口調査年 

提供された表は 2007 年時点の人口表であるが、居住する土地の権利を保有し住民登録してい

る人だけがカウントされている。この制約の下ではスラバヤ以外の土地から移住してきた不法

居住者は、住んでいる場所で住民登録できないので統計数値に表れてこない。 

 

 

日 時：2008 年 12 月 4 日（木） 10:15～10:45 

場 所：クプティ IPLT 

目 的：情報収集 

出席者： 

IPLT：Mr. Achmad Buhari 

JICA：漆畑団員、Ms. Sari（通訳） 

 

（１）職員リスト：アクシン氏の名前つづりは、職員リスト記載のものが正しい。 

（２）汚泥乾燥床の拡張 

東隣に作る話は聞いているが、どのくらいの広さを使うのかはアリムさんが決めることで自

分たちは知らない。いつやるのかも知らない。これに充てる用地は西側の塀の外にある池であ
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り、周囲を区切るコンクリート壁が用地境界である。北と南の境界は水路、西の境界で旧焼却

工場と接する場所である。 

（３）酸化池のクレーン 

汚泥が底にたまるので取り除くためのクレーンが欲しい。 厚さ 60cm にもなるので人力で除

去するのは困難である。 

 

 

日 時：2008 年 12 月 4 日 11:30～12:30 

場 所：PLP- PKP2LP （チプタカリヤ東ジャワ州事務所） 

目 的：情報収集 

出席者： 

PLP：Mr. Alimun Nichri Satker PLP JaTim 班長、Mr. Tri Wahyuriyadi 同 副班長 

JICA：漆畑団員、Ms. Sari（通訳） 

 

（１）建設投資経過 

清掃公園局ヒアリングの結果を基に添付表を作成し、支出欄の空白を埋めてくれるよう依頼

したところ、スラバヤ市の支出額を知っていても自分たちが答えるべきではないとのことで、

チプタカリヤ分だけに対して答えをもらった。 

（２）汚泥乾燥床の拡張 

2007 年から 2008 年にかけて IPLT の運転実態を調査し、これに基づいて対策を設計しその一

部を今年の 10 月に実行した。受入沈砂池（SSC）が泥で埋まっていてもクレーンは故障し、ま

た掘り出した泥を運ぶ車もないという状態で受入不能に陥っていた。その解決策が今年の投資

目的であった。 

この調査はまた 1997 年の SSDP マスタープランレポートの見直しでもあり、例えば汚泥乾燥

床の容量は現在 200m3 しかないこと、よってこれを 2 倍にしてプラントの容量に見合うように

する必要があることを結論づけた。この調査の結果作成した A3 版の計画図集によってその位

置・規模を示されたので、その図集のコピーを明朝ホテルへ届けてもらうことにした。この図

集はスラバヤ市にも渡してあるとのこと。 

また、その図集には書き込まれていないが、敷地の南東隅のドライイングエリア II と塀の間

にコンポストパッキング施設を考えているとのこと、乾燥プロセスを経た処理汚泥はそのまま

コンポストになると考えている模様。SSDP マスタープランにおける汚泥処理プラント構成を見

直した経過の説明のなかで、持ち出した SSDP レポートは我々が所持しているものと表紙が微

妙に違うので、念のためそのコピーも一緒に明朝、届けてもらうことにした。 

 

 

日 時：2008 年 12 月 4 日（木）15:45～16:15 

場 所：環境局 

目 的：情報収集 
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出席者： 

環境局：Mr. Togar 局長 

JICA：漆畑団員、Ms. Sari（通訳） 

 

（１）土地利用図：CD にコピーした計画図ファイルを受領 

（２）ジャギル川の環境基準値 

スラバヤ川（ジャギル川、カリマス川を含む）水系では水道取水地点より下流に環境基準を

指定していないとのことであった。スラバヤ市内で も下流にある取水地点はカリマス川とジ

ャギル川との分流部にあるので、汚泥処理場付近のジャギル川はその下流となり放流地点に環

境基準の指定はない。 

（３）サルウォコ教授のメールアドレス：トガール局長から e-mail してもらうことにした。 

（４）外国間援助機関の動き 

昨日、清掃公園局での話をしてドイツによる“Eco-city”プロジェクトについて尋ねたところ、

局長は何も知らなかった。プロジェクトのタイトルからしてバリ島で JICA が実施しているよ

うなマングローブの回復を、スラバヤの東海岸でやろうとしているのではないかと推測するの

み。そこにはマングローブが残っているが、フィッシュポンド開発で衰退している由。 

（５）日本側の今後の対応 

来年の第 2 回予備調査に先立って、年内に JICA からチプタカリヤに対して要請への回答の

基本方向を知らせること、その内容は現行汚泥処理プラントを N/P 除去を含む高度処理施設に

改造するプロジェクトへの無償資金協力にそのまま応ずるものではないことを伝えた。要請さ

れた内容に代えてどのような協力の方向を選ぶかについては現在、東京で検討中であり、その

結果が出るまで待つようお願いした。 

トガール局長は、スラバヤは環境改善の取り組みを各種進めているところだが、未知の世界

に踏み込むような状況にあるので、日本側には長期的な視点から道を示すような協力を期待す

る。北九州との協同事業を通して日本とインドネシアの環境問題に対する協力関係は前進して

いるので、新しい段階への飛躍を願っているとのことであった。 

（６）明日以降の日程 

・チプタカリヤ資料受け取り a.m. 

・汚泥処理場 酸化池の滞留時間再聴取 

・環境局ウリさん courtesy 

・帰国 スラバヤ発 19：00 
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第 1 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2008 年 12 月 5 日（金） 10:30～11:00 

場 所：汚泥処理場 

目 的：情報収集 

出席者：  

処理場：Mr. Hendri 所長、Mr. A. Buhari 

JICA：漆畑団員、Ms. Vinza（通訳） 

 

（１）酸化池の滞留時間 

開業当初の運転では 24 時間としていたが、その後の運転経験からよりよい条件として 2 倍の

滞留時間を採用するに至った。 

（２）新しい運転要員の訓練先としての P.T. SIER 

今では Runkut の工業団地汚水処理施設の運転をしていないので、ここに訓練を依頼すること

はない。開業当初だけのことである。 

（３）拡張予定地内の池を横切る築堤 

南北の中央付近に石積みによる築堤が池を東西に横切っていて、その上に塩ビ管が敷設して

ある。これは、以前汚泥乾燥床が足りなくて置き場に困った際にこの池を使って貯留しようと

したことがあり、今は使っていないので形だけが残っている。以前には処理汚泥を引き取る人

がいなくてたまる一方だったのが、 近は持ち出す人が増えて隣の池をあてにするほどたまら

なくなったことによる。 

（４）今日の日程 

・チプタカリヤ資料受け取り 9:10 a.m. Mr. Tri（PLP- PKP2LP 副班長）来ホテル、図書コピ

ー2 冊受領 

・環境局ウリさん courtesy 

・汚泥処理場 酸化池の滞留時間など再聴取した 

・帰国 スラバヤ発 19:00 
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第 2 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2009 年 1 月 5 日（月） 11:00～12:00 

場 所：スラバヤ市長応接室 

目 的：表敬 

出席者： 

スラバヤ市：バンバン市長、トガール環境局長、リスマ国際協力部長、ウィジャヤティ文化地

方観光部長、スサント国際協力課長 

JICA：漆畑団員、フィンサ通訳 

 

１．調査ミッションの目的説明：漆畑団員（“Second Preliminary Survey”配布） 

・第 2 次調査の全体スケジュールについて説明した。 

・要請されたプロジェクトの扱いに関しては、1 週間後にインドネシア入りする調査団本体か

ら説明する。 

・クプティ処理場などによる水質改善に表れたスラバヤ市の取り組みは、インドネシア地方都

市の先進的な意味をもっている。JICA としてはこの取り組みに技術的な協力を提供する用意

がある。 

・協力の内容については今回の追加調査のなかで形成する予定である。 

 

２．スラバヤ側発言 

バンバン市長から、要旨次のような発言があった。 

・スラバヤ市の環境改善に対する JICA の支援に市民を代表して感謝する。 

・北九州市の協力で始まった廃棄物対策は 5 年やって一区切り、今は河川浄化対策へと発展し

実施中。 

・自分や今日の出席者も実際に見学した日本のきれいな環境、それを支える技術・資金に学び

たい。 

・IPLT の改善に対する協力もありがたいが、視点を更に広げてくれることを希望する。 

・デンパサールでやっていることをスラバヤでもやりたい（下水道：管路＋処理場、マングロ

ーブ回復）。 

・1 月 13 日の調査団の訪問に副市長でなく自分が応対する。 

リスマ国際協力部長から 1月 13日予定の表敬と市担当者会議の順を入れ替えたらどうかとの意

見あり、市長以下、スラバヤ側出席者は皆これに賛成。 

 

 

日 時：2009 年 1 月 5 日（月） 13:00～14:15 

場 所：スラバヤ市本庁舎 2 階西会議室 

目 的：キックオフミーティング 

出席者： 

スラバヤ市：トガール環境局長、CSW、BAPPEKO、Dinas CIPTA KARYA（旧 Dinas TataKota）
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清掃公園局、健康局、PDAM、Lurah Keputih （区長） 

JICA：漆畑団員、フィンサ通訳 

 

１．第 2 次予備調査全体の説明 

午前中の市長への説明趣旨をトガール局長が繰り返した。 

 

２．追加調査計画案 

“Draft Time Schedule・・・”を配布し、漆畑団員が内容説明。トガール局長から 5 点の指摘

あり。 

・M/M 署名：インドネシア側署名者は PU と BAPPENAS なので、そこからの出席を求めな

くてはならない、少なくともスラバヤ関係者だけではできない。スラバヤでの

議論をラップアップしてジャカルタで署名するほうがよいのではないか。 

・ITS 関係者の聴取：ジョニ学部長を対象に含めるべきである。サルウォコ教授の上司にあ

たり、北九州市との協力にあっては中心的な役割を担っている。 

・ブランタス視察：JICA からの連絡では調査日程に含まれていたが、本日配布の“Draft Time 

Schedule”にはない。クプティ処理場以外のテーマをどう取り入れるのかとい

う考えとの関連で目的を知りたい。これについては次回環境局を訪問する際に、

JICA から通知された文書を見ながら再度協議する。 

・PKP2LP との協議：アリムさんのところはジャカルタのチプタカリヤの取り次ぎのような

ことしかしていないので、ススモノ局長、ハンディ課長などから意見を聞いた

ほうがよいのではないか。これに対しては調査団本体が PU を訪問する予定な

のでそこで意見を聴くこともできる、ジャカルタ・スラバヤ両方で聴くことと

したい、また、市役所にも Dinas CIPTA KARYA ができたので、ここを追加調

査の関係者に加えるのがよい、7 日の午後の日程には余裕があるのでそこに時

間を割り当てる、ということになった。 

クプティ区長から発言があり、クプティ処理場の改善に関連した協力を頂けるのはありがた

いこと。地元にできることがあれば参加したい由。 

第 1 次調査のなかで予告されていたスラバヤ市の組織替えについて事情を聴いたところ、以

下の発言があった。 

・組織系統図の改訂版は今朝配られたが、新しく編成される組織、例えば Dinas CIPTA KARYA 

など Job Description が白紙のままのところもある。 

・1 月 7 日の Dinas CIPTA KARYA との協議の際に組織関係資料を用意する。 

議論の結果、“Draft Time Schedule”は提案した日程及び関係者を少し修正し、時間的な調整

のついたところもあって“Draft Time Schedule ・・・rev1”に改まった。 
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第 2 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2009 年 1 月 6 日（火） 9:20～11:00 

場 所：PLP- PKP2LP （チプタカリヤ東ジャワ州事務所） 

目 的：情報収集 

出席者： 

PLP：Mr. Alimun Nichri Satker PLP JaTim 班長、Mr. Tri Wahyuriyadi 同 副班長、Ms. Yuli Imawati 

班員 

JICA：漆畑団員、フィンサ通訳 

 

１．調査ミッションの目的説明：漆畑団員（“Second Preliminary Survey rev”配布） 

・第 2 次調査の全体スケジュールについて説明した。 

・要請されたプロジェクト扱いに関しては、1 週間後にインドネシア入りする調査団本体から

説明する。 

・クプティ処理場などによる水質改善に表れたスラバヤ市の取り組みは、インドネシア地方都

市の先進的な意味をもっている。JICA としてはこの取り組みに技術的な協力を提供する用意

がある。 

・協力の内容については今回の追加調査のなかで形成する予定である。 

・PLP からは、昨年のクプティ処理場設備改善の基になったリビューレポートの提供と、運営

改善についてご意見を伺いたい。 

 

２．クプティ処理場設備改善計画報告書 

 「クプティ処理場発展技術計画 終報告書」を入手、ただしインドネシア語 

 

３．アリム班長発言 

要旨次のような発言があった。 

・IPLT の建物や機械設備の改善も必要だが、視点を更に広げてくれることを希望する。 

・日本の関連する条例をはじめとする制度も学びたい。 

・昨年も 6 億ルピアの設備改善をしたが、うまく機能しているように見えない。職員の能力向

上が必要であり、支援を頼みたい。 

・現状では想定外の化学工場から出た無機汚泥を受け入れたりしている。こうした逸脱を防ぐ

制度上の対策も考慮に入れてほしい。 

・処理場運営組織を市から自立した PDAM のようなものに移行することで職員意識を高めるこ

とができる。国内他市に先例もあるのでパイロットプロジェクトの形で取り入れられない

か？バンドンでは水道公社が汚水とゴミ処理を合わせて受託している。バリでは水道とは別

の汚水処理組織が創設された。そのほかソロやジャカルタにも汚水処理の受託会社が操業し

ている。こうした動きは地方主導で進められ、チプタカリヤはサポートするのみ。 

・次回スラバヤ市関係局の本件会合には自分のところを含めて次の 2 団体を招くよう要望あり、

市の環境局に伝えることにした。 
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（１）Dinas Permukiman Propinsi 

（２）Satker PLP JaTim 

 

 

日 時：2009 年 1 月 6 日（火） 13:00～14:30 

場 所：清掃公園局会議室 

目 的：情報収集 

出席者： 

清掃公園局：アディティヤ課長、ヘンドゥリ前クプティ処理場長、ガト新クプティ処理場長 

JICA：漆畑団員、フィンサ通訳 

 

１．汚泥収集業者の登録進捗状況 

登録に備えて同業団体への入会審査中とされていた 4 社のことを尋ねたが、まだ登録に至っ

ていない、また同業団体への加入は「できれば入るのが望ましい」ということであり、前提条

件ではないとの説明があった。 

一方で登録済みとしてきた 23 社の登録書類を点検したところ、18 社については問題ないこ

とが分かった。その他の 5 社については書類が紛失していたり登録要件を満たしているかどう

か疑わしいところがあったりで、再登録させるつもりだとのこと。汚泥処理事業を適正に行う

には、収集に関する正確な情報が不可欠なので保有車両の構造チェックも厳しくやる方針。タ

ンクの穴なども調べる由。 

IPLT においては今年から次のような情報をもれなく把握・蓄積するよう新任のガト所長に指

示した。 

（１）汚泥抜き取りしている地区（バキュームカーの収集地） 

（２）27 社＋市街業者の汚泥収集量、収集場所情報 

ガト新所長は前任が汚泥とゴミの処理料金担当であったとのこと、本任務にふさわしい経歴

保有者と推測される。 

 

２．汚泥処理需要拡大策について 

隣町のシドアルジョには処理場がないので、収集した汚泥は行き場がないはずだが、収集業

者は営業している。こうした業者に適正な放出場所を提供することを考えている由。もとより

有料。 

インドネシアのセプティックタンク（以下、セプタンと略す）は長い間使用しても固形物が

たまりにくい。汚泥抜き取りを 20 年くらいしなくても使用できるので需要拡大は難しい。ただ

し、低所得層の住宅に関しては敷地の制約上、セプタンサイズが小さくなり、汚泥がたまりや

すいため頻繁な抜き取りが必要になる。1m3 サイズのセプタンが大体これに当たるので、こう

した設備を備えた小規模住宅での抜き取り促進が鍵になる。 

新設の Dinas Cipta Carya は、建築許可を出す部署であり、ビルディングコードに含まれるセ

プタンの規格も把握している。 
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３．組織・制度の改善について 

チプタカリヤ東ジャワのアリム班長のクプティ処理場の自立組織への移行アイデアを紹介し

意見を求めたところ、否定的であった。理由は次の 3 つ。 

・保有車両：クプティでは収集車両をもっていない。イリアンジャヤには汚泥収集を自立運

営組織でやっている例があるが、そこはバキュームカーを自ら保有している。 

・安定収入：収入が安定していないので経営不安定要因を抱えている。 

・汚水処理兼営：汚泥処理だけでなく汚水処理も兼ねて行えば事業は安定するが、汚水処理

はまだできない。 

ただし、ゴミ処理については、スラバヤ・シドアルジョ・グレシクの 1 市 2 県共同の 終処

分場を建設する計画が、東ジャワチプタカリヤの手で進められている。建設場所はグレシク県

内スラバヤとの境界近く。 

今回の組織替えで法制度の整備を担当する Sekretaris Dinas という部署が清掃公園局内に設

けられる。 
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第 2 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2009 年 1 月 7 日（水） 9:30～12:00 

場 所：健康局 

目 的：情報収集 

出席者： 

健康局：Mr. Agus Bambang、 Ms. Nurimiah 

Ms. Sulis（Puskesmas Tenggilis：在 Kel. Tenggilis Mejoyo 市営診療所） 

JICA：漆畑団員、フィンサ通訳 

 

１．衛生設備調査スコープについて 

・現在も進行中であり、2009 年度も継続してやる。 

・調査内容は 2004 年以来、基本的に変わっていない（調査票入手）。 

・15 年前のように便所の構造別に軒数を調べるようにはなっていないので、JICA 調査団から要

望もあり目下、取り込み方を検討している。 

 

２．セプタン実物視察について 

調査団の要望に沿って程度の違う視察対象を Puskesmas Tenggilis 管内に何ヵ所か用意しても

らった。まず Puskesmas Tenggilis に行き所長（女医）にあいさつ、そこから現場（Kampung Tenggilis 

Lama）まで同所職員が引率してくれた。現場では地元の環境リーダーを務める婦人団体（PKK）

の代表者がセプタン所有者に引き合わせるなどの案内に当たってくれた。Lurah Tenggilis Mejoyo

（地元の区長）も応対に出てきた。セプタンはいずれも蓋がしてあり内部を見ることはできな

かったが、次の 3 種類を視察し、他にセプタンなしに直接放流している川べりの共同住宅を視

察した。 

・屋外設置大型セプタン：直径 20cm の開閉可能なコンクリート製蓋あり、1991 年以来 3 回

汚泥抜き 

・屋内設置小型セプタン：昨年 1 度汚泥抜き、一辺約 30cm の化粧タイルで密封仕上げ、放

流口あり 

・屋外設置小型セプタン：表面覆土、底張りなしの浸透式、放流口なし 

・セプタンなし ：直接放流、水路護岸に放流口設置 

 

３．セプタン普及について 

ガイドラインに基づいて家屋新築時の審査に対応している。健康局は一般住宅に対する Dinas 

Tata Kota （新体制下の Dinas Cipta Karya）による IMB（Ijin Mendirikan Bangunan: Building 

construction Permit）審査手順のなかで、セプタンの適格性を評価する役を担っている。ホテル

やショッピングモールなどの商業施設の汚水処理施設の審査には健康局はかかわらず、代わり

に観光局が審査に協力する。工業施設、病院の汚水浄化施設の審査については環境局が評価に

かかわる。 

商業施設の汚水処理施設で発生する汚泥も一部クプティ処理場で受け入れているようだが、
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一般家庭から出るものには含まれないような汚染物質が混じる可能性があり、再考すべきだと

いう意見あり。また建物の大きさに応じて共同利用を前提にした大型のセプタンを導入するよ

うに（誘導、強制）したらよいのではないかとの提案もあり。 

 

 

日 時：2009 年 1 月 7 日（水） 13:30～14:00 

場 所：Dinas Cipta Karya & Tata Ruang（旧 Dinas Tata Kota） 

目 的：情報収集 

出席者： 

Dinas Cipta Karya & Tata Ruang：Mr. Musdiq Ali Suhudi 課長、Ms. Ken Wahyuni、Mr. Skundario、

Mr. Masrudi ほか 

環境局：Mr. Prastowo 係長 

JICA：漆畑団員、フィンサ通訳 

 

１．水質環境基準 

・環境局から東ジャワ州基準及び国の基準を記載した文書のコピーを入手 

・Satker PLP JaTim アリム班長からの会議招集への要望伝達 

 

２．組織改編について 

（１）Dinas Cipta Karya & Tata Ruang 

Cipta Karya という呼称に代表される衛生施設の長期計画が担当任務とされた。Tata Ruang 

に代表される部分は従来どおりの担当任務で町のマスタープランを取り扱う。クプティ処理

場の改善計画とこれに関連する本件協力プロジェクトは、短期に実施する事業であり Dinas 

Cipta Karya が担当組織にはならない。PU のチプタカリヤと組織上のつながりはない。 

Dinas Cipta Karya & Tata Ruang を編成する市長告示のコピー入手。これには組織構成と各部

署の担当任務が規定されているが、これを図解したものは未完成とのこと、また呼称の英語

表記の制定の予定については知らない、それは Dinas Organisasi の扱う事柄の由。 

 

 

日 時：2009 年 1 月 7 日（水） 14:00～14:30 

場 所：Dinas Organisasi 

目 的：情報収集 

出席者： 

Dinas Organisasi：Mr. Slamet Prayitno 係長 

JICA：漆畑団員、フィンサ通訳 

 

１．組織改編について 

昨年 12 月 31 日付で出された市長告示は、部署ごとに分割して施行されているので、既に公

表されたところもあれば、まだのところもある。Dinas Cipta Karya & Tata Ruang は前者であり、
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清掃公園局、健康局、環境局などは後者である。いつごろ公表されるかという予定は示されて

おらず、係長は担当外なため答えられないとのこと。ただし、署名前の告示文そのものは公表

できるというので、ワードファイルを入手した。そのほかに組織図があるというのでそのファ

イルを入手したつもりだったが、あとでファイルを開いてみたら 12 月 31 日に出された 2 本の

市長告示の残りの一つであった（もらったものが組織図ではなかったので改めて 9 日朝に提供

依頼したところ、ちょうど今、できてきたところだとのこと）。 

今回の組織改編は中央政府の指示の下、全国一斉に行われている。そのタイムリミットは昨

年の大晦日であり、組織局の職員はその直前何日かの間、家に帰れない状態が続いていた。間

に合わなければ職員給与を差し止めるともいわれていたが、スラバヤは何とか間に合った。隣

のシドアルジョは間に合わなかったようである。 
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第 2 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2009 年 1 月 8 日（木） 10:00～14:30 

場 所：IPLT Keputih 

目 的：情報収集 

出席者： 

IPLT：Mr. Gato 所長、Mr. Buhari、Mr. Aksin 

JICA：漆畑団員、フィンサ通訳 

 

１．Keputih 追加質問.doc に従って処理場担当者から情報収集と意見聴取 

 

Ｑ１：運転開始日 

1 系列ではなく 2 系列同時に 1991 年 5 月 31 日操業開始 

 

Ｑ２：トラブルの出始めた時期 

操業開始後 3 ヵ月ぐらいからイコライザーからの送水ポンプが止まりだし、半年経ったこ

ろには一層頻繁に止まるようになった。 その結果、 終沈殿池の水の色が黒っぽくなり臭気

も強くなったが、近隣から苦情が出るほどには至らなかった。 

 

Ｑ３：ポンプの所在 

質問にあるポンプ A は存在しないが、沈殿池からオキシデーションディッチ（OD）へ汚泥

を戻す分配槽があって、このなかに水中ポンプが存在する。質問書のフロー図の設備配置は

誤解を生みやすいので、書き換えたところにフローを書き込む（次ページフロー図参照）。 

 

Ｑ４：汚泥乾燥床からの浸出水の行方 

イコライザーわきの Sump Well に流下する。 

 

Ｑ５：ダンプによる汚泥搬出量算出 

質問のような方法は可能と考えるが、汚泥分離槽（SSC）を空にするのに 2 度に分けてお

よそ 20 日かかるため、その間の搬出量には大幅な日差が生じてくる。つまり堆積汚泥層の表

面から掘り下げていくと、下のほうはまだ水分が抜けきらないためクラムシェルでつかめず、

しばらく放置して水気が減り固くなるのを待って残りを掘り出し、1 区画を空にする。この

間の所要期間は約 2 週間で、はじめの表層掘りに要する 1 週間と合わせて 20 日としている。 

汚泥の投入 10 日間で 1 区画が一杯になり、投入を止めて 10 日経つと表層の掘削ができる

ようになるので、20 日加えて合計 40 日で満杯から空っぽに至る 1 周期を経過することにな

る。4 槽あるので 10 日ずつ周期をずらして連続的な受け入れをしている。 

表層を掘るときは、だいたい午前 7 回、午後 5 回、合計 12 回/日ダンプで運んでいる。 

なお、第 1 次調査の際に 2 系列しか使っていなかったのは SSC 補修中のためであり、補修

を終えた現在は 4 槽全部使っている。
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Ｑ６：OD に堆積する汚泥量算出 

どの池もおよそ 1 年に 1 回、汚泥を除去する。1 回当たりの除去量はダンプトラック 4 台

分くらいだろう。 

 

Ｑ７：放流量の算定 

やったことはないが、やればできる。 放流時間はポンプの開閉を手動で操作しているので

正確に把握できるが、ポンプの能力をどうやって決めるかが問題。銘板に書いてある数字が

手掛かりになるだろうと考えている。機械類は品物を与えられるだけで説明書の類は一切な

い。 

放流頻度は大体 1 日に 1 回である。 

 

Ｑ８：機器リスト記載情報の再確認 

空白となっている欄は追加情報で埋められた。記載済み情報の一部に訂正がある。 

 

Ｑ９：排水基準 

（１）～（６）の理解でよいとの判断である。 

 

Ｑ10：収入と支出 

2006 年度には本庁の会計からその年限りで支払われた経費があって、今回調査で提供した

データはこれを反映している。 

 

Ｑ11：課題と提案 

施設概観、放流水質管理、運転改善への提案のすべてに異存ない。 
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第 2 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2009 年 1 月 9 日（金） 10:00～11:00 

場 所：ITS Faculty of Civil Engineering and Planning 

目 的：情報収集 

出席者： 

ITS：Prof. Joni 学部長、 Mr. Agus Slamet 大気分析ラボ主任 

CSW: Ms. Sri Sumestri 

環境局：Prastowo 係長 

JICA：漆畑団員、フィンサ通訳 

 

１．あいさつ 

当方から今回の調査経過をごく手短に話し、調査スコープがクプティ処理場の改善に係る小

規模プロジェクトの形成に集中しつつあることを説明。そのなかで運転管理用の分析装置の導

入も考慮しているので、当地の調達事情に関し助言をお願いした。  

教授からは、自らの経歴のなかで清掃公園局のブノオ処理場の計画・設計にかかわってきた

のでクプティ処理場についても関心がある。ブノオでは世銀資金を得てプロジェクトを実施し

ようとしたが、汚泥収集車の持ち込む水の固形分の多いことが原因で融資が実現しなかった。

このためスラバヤ市の処理負荷全体がただ一つ稼働するクプティに集中する事態が続くことに

なった。そのキャパシティは 400m3/日として設置したが、本当にそれだけあるかチェックして

能力を確かめる必要がある。JICA の調査趣旨には同感であるが、加えて 

・職員能力の向上 

・運営組織の自律化 

も重要である。分析ラボも開業当時は 400m3/日の稼働を前提に装備をしたが、当時の清掃公園

局は保安上の懸念から分析装置を本庁に移し、そのままになっている。クプティ処理場の水質

検査をしたこともあるが、学生が研究費でやっただけで清掃公園局から受託したことはない。

調達事情に関しては、環境局にもラボがあり設備・要員がそろっているのでそちらでも分かる

だろう、ということであった。同席した環境局のプラストウォ係長に相談相手の紹介を依頼し

た。 

 

２．ITS 分析ラボの見学 

学部内にある分析室をアグス スラメ大気ラボ主任に案内してもらった。ラボは大気、水質、

毒性の分析系に分かれており、主に学生の実習・研究用として設備されている。日本の専門的

な分析機関のような自動化され、データネットワークに組み込まれたものではなく、多くは手

動制御で有機系、無機系、生物系の基礎的分析装置が１点ずつ配備されている（予備はない）。

この設備、使用環境からみて、これからも研究用に分析をすることはできても、注文に応じて

迅速に結果を出すという委託業務を受けることは難しいと考えられる。 
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第 2 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2009 年 1 月 12 日（月） 10:00～11:00 

場 所：IPLT Keputih 

目 的：情報収集 

出席者： 

IPLT：Mr. Buhari、Mr. Aksin 

JICA：漆畑団員、フィンサ通訳 

 

１．チプタカリヤ作成の改善計画図に従って処理場担当者から意見聴取 

（１）管理事務所： 

今の位置にそっくり同じ平面形の総 2 階建てになり、ラボは残置、礼拝所は別棟の構想で

あるが、所員として特に意見はない。ラボの中身については何も聞かされていないので意見

の出しようがないとのこと。ただし、ラボが使えるようになるのはありがたい。 

（２）車両購入： 

下記の見積価格からみて中国製と思われるが、買ってもらえるのであれば助かる。中国製

であれば十分買える見積りである。 

・6m3 トラック 2 億 6,000 万ルピア 

・5,000 l タンクローリ 1 億 7,400 万ルピア 

・wheel excavator 10 億 9,800 万ルピア 

 

 

日 時：2009 年 1 月 12 日（月）12:30～13:00 

場 所：Dinas Organisasi 

目 的：情報収集 

出席者： 

Dinas Organisasi：Mr. Slamet Prayitno 係長 

JICA：漆畑団員、フィンサ通訳 

 

１．新組織図 

1 月から発足したスラバヤ市の組織図ファイルを入手した。 これは市全体をカバーする 1 枚

と、各部局ごとに描かれた個別図とから成っている。 
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第 2 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2009 年 1 月 13 日（火） 9:30～12:00 

場 所：日本国総領事館 

目 的：調査結果中間報告及び対処方針説明 

出席者： 

総領事館：大床総領事、鈴木領事 

PU 派遣専門家：椎葉専門家 

JICA：鈴木団長、川田団員、中谷外務省課長補佐、小川専門家、鎌田専門員、漆畑団員、フィ

ンサ通訳 

 

１．無償資金協力の要請に対する対処について 

鈴木団長から、無償の要請には応じないが同じテーマで小規模な技術協力プロジェクトで対

処したくインドネシア側に回答すること、その判断に至った今回の調査結果の概要について説

明した。総領事からは何故無償廃止なのかとの質問あり、調査団から以下の回答を行った。 

・要請内容を当初、そのタイトルから下水処理場改善と考えていたが、下水場への管網はつ

ながっていない。 

・また、彼ら自身で改修も行っており、現状の容量で対応できている。 

総領事から技術協力の専門分野について質問あり、鈴木団長から汚泥処理場、浄化槽の維持

管理である旨、答えた。また、今後の見通しについても質問あり、鈴木団長から来年度中にス

タートし単年で一区切りつけたい旨、答えた。中谷課長補佐から次のような説明を行った。 

・北九州市によるゴミ分野の協力は今年度で一区切り。 

・来年度からは都市計画分野での援助を始める。 

・クプティの施設についてはボゼムプロジェクトの進み具合を見ながら検討を継続する。 

総領事からは日本側方針に対するスラバヤ側のコメントを伝えてほしいとの要請があった。 

 

 

日 時：2009 年 1 月 13 日（火） 10:00～12:00 

場 所：BAPPEKO 会議室 

目 的：日本側方針伝達及び協議 

出席者： 

環境局：トガール局長、プラストウォ係長 

Dinas Cipta Karya & Tata Ruang：Ms. Ken Wahyuni 

Dinas Kebersihan & Pertamanan：Mr. Gato, Head of Keputih IPLT 

Dinas Kesehatan：Mr. Agus Bambang 

BAPPEKO：Ms. Dewi 

Kel. Keputih：Lurah Keputih（区長）Mr. Pudji Harno 

PKPPLP Java Timur：Mr. Tri Wahyuriyadi  

コンサルタント CSW：Mr. Siswaji Nugroho、Ms. Sri Sumestri 
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JICA：鈴木団長、川田団員、中谷外務省課長補佐、小川専門家、鎌田専門員、椎葉専門家、漆

畑団員、フィンサ通訳 

 

１．日本側の方針 

鈴木団長から予備調査の仮報告、ミニッツ草稿と付属理由書を提示して日本側方針の説明を

行った。無償資金協力の要請に対しては、予備調査の仮報告に示したような知見に基づきミニ

ッツ付属理由書冒頭に示したような判断から協力を見送ったこと、さらにその理由書に述べた

ようにスラバヤ市の施設改善並びに能力向上への前向きの努力を評価して、これに協力すべく

新たな技術協力プログラムを提案するというものである。 

判断の基になった調査レポートの内容説明に続いて、提案する技術協力プロジェクトのコン

セプトについて説明した。このプロジェクトは無償資金協力のめざすハードウェアの整備に代

えて運転技術・体制の強化というソフトウェアの整備を優先する短期対策であり、長期的課題

については SSDP で打ち出されたマスタープラン見直しの完了をまって考慮したい。技術協力

プロジェクトにかける 1 年の間、双方の意見交換する場がもてるので、そこで将来の計画につ

いて議論を継続したいとの説明を行った。 

トガール局長から全般的なコメントとして次のような指摘があった。 

・中長期の課題と今回の技術協力の内容とは別物と理解する 

・それぞれについてのコメントはのちほど e-mail する 

・住民意見の評価において地元民はサニテーション意識が低いので、彼らではなく自分たち

（環境局）に意見を聞いてもらいたい 

・IPLT Keputih の人事は、環境局、BAPPEKO、清掃公園局が協力して増員を図る 

・東ジャワ、PU それぞれの本件にかかわる役割と予算を知りたい 

・細かいコンポーネントについても知りたい、例えば機材を導入するならどのような品を取

り扱うかなど 

 ミニッツ草案に対してトガール局長から、異議はないができれば環境教育機能をもたせる

ことをタイトルに文言として保存したいとの要望があった。 

鈴木団長は、その方向で日本側は議論していない。本件技術協力プロジェクトでは処理場機

能向上に専念する。環境教育は、ゴミや自然保護など幅広い視点で別次元の協力活動として考

えていきたい。もしやるならクプティ処理場内ではなくどこか別の場所、例えば市の中心部で

やるのが効果的ではないか、と答えた。 

トガール局長からは、日本に行って施設見学したときに学童の見学を受け入れて環境教育に

役立てていたのを見た、同じことをここでもやりたい、と重ねて要望が出されたが、テーマは

処理場機能向上であるとの回答を繰り返した。 

無償資金協力の廃止についてトガール局長から、中止ではなく前向きの表現を残したい、将

来に向けての JICA の意見が聞きたいとのコメントあり。 

鈴木団長は、もともとの要請には長期的な内容は含まれていない、今ある IPLT を改善する

ことだけである、それをサスペンドするのであって、長期的な協力をサスペンドするのではな

いことから、変更しない形で検討をお願いしたい、と答えた。 
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２．日本側方針に基づく議論 

Dinas Cipta Karya & Tata Ruang：Ms. Ken Wahyuni から次の 2 点の要望あり。 

・自分は高知市で 4 ヵ月の研修を受け、その間に類似施設を見学する機会を得た。高知市は

都市規模はスラバヤの 3 分の 1 なのに 4 ヵ所の処理施設があって、スラッジをセメント様

の材料に変えていた。そうした将来スコープもプロジェクトのなかで考えていただきたい。 

・PDM のなかに、クプティで働く人たちの能力を高めるのにどうすればよいかを教授いただ

きたい。 

調査団からは、どういうことをやるかは派遣された専門家が現状を見たうえで判断する、そ

の判断をマニュアル、アクションプランの形で表すので、それに従って OJT をやり能力向上

を図ることを説明した。小川専門家から、高知の見学した施設は下水処理場であってクプティ

と違う用途の施設である、クプティの処理施設が受け入れているスラッジは産廃を含まないの

で農業利用が可能である、との説明あり。 

区長から、スラバヤの住民は独自にセプタンを作っており、今年は 5 区に向けて正しいセプ

タンの作り方を教えに行く予算をとっている。また、将来に向けた共同セプタン構想もある。

日本の専門家に対して汚泥処理の方法や安全なコンポストに関する日本のやり方を教えてくれ

ることを期待したい、との発言あり。 

小川専門家からクプティ汚泥処理場の運転に関して助言あり、OD 槽が下水用のものを使っ

ているので、高濃度汚水が流入し、巡回流速が遅いため OD 槽に泥がたまるのは当然であり、

これに対処する運転技術が必要になる。 またスラッジの起源が生活し尿だけなら農業利用も可

能であり日本にも例があるが、今後工場廃水由来の汚泥も受け入れるようだと有害物の混じる

おそれが生じる。日本でもたまに本来予定していない種類の汚泥が混入することがあるので、

要チェックであるとの発言あり。鎌田専門員からは、肥料取締法に規定された有害物の含有量

によって農業利用の可否を判定する、と説明した。また、クプティ処理場の運転を改善したら

どこまで BOD が下がるかとの質問に対して鎌田専門員から、現状は 300～400mg/l で、参考に

している東ジャワ州の工場廃水基準を大幅に超えているので、第 1 目標は BOD 150mg/l の同基

準達成であろうと回答した。 

 

 

日 時：2009 年 1 月 13 日（火） 13:00～13:30 

場 所：市長応接室 

目 的：表敬 

出席者： 

スラバヤ市長：Mr. Bambang DH 

環境局：トガール局長、プラストウォ係長 

Cooperation Division：Ms. Antiek Sugiharti 

Dinas Cipta Karya & Tata Ruang：Ms. Ken Wahyuni 

Dinas Keberusihan & Pertamanan：Mr. Gato, Head of Keputih IPLT 

BAPPEKO：Ms. Dewi 

JICA：鈴木団長、川田団員、中谷外務省課長補佐、小川専門家、鎌田専門員、椎葉専門家、漆
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畑団員、フィンサ通訳 

 

１．表敬あいさつ 

市長から、日本からの環境分野への長年の支援に感謝するとともに、今回の処理場の件でも

真剣な検討を加えられ、ミッションがスラバヤを訪れてくれたことに感謝する旨、冒頭にあい

さつがあった。スラバヤには環境に関する懸案事項は 2 つあって、ゴミと水質にはこれからも

解決のために多くの力を注いでいかなくてはならない、今後とも JICA の協力をお願いしたい旨

の発言があった。鈴木団長から、本件は、無償資金協力の妥当性こそ見いだせなかったものの、

当面不可欠な運転技術・能力改善に対して協力する新たなプロジェクトの開始をめざしている、

内容について市の関係者と議論を進めている 中であってスラバヤでの合意を基に明日にはジ

ャカルタへ持ち込んで PU・BAPPENAS との間でミニッツを交わしたい、 初の一歩は小さい

かもしれないが、スラバヤの将来をしっかり見据える機会にしたいとの説明を行った。 

市長から、ゴミ問題も初めは小さい地域に限られていたものを、地域を広げ市場を巻き込む

などして次第に広い範囲に改善を進めてきた。汚泥処理もこれにならって成果を拡大していき

たい、との抱負が語られた。 

 

 

日 時：2009 年 1 月 13 日（火） 15:00～16:30 

場 所：環境局会議室 

目 的：ミニッツ協議継続 

出席者： 

環境局：トガール局長、プラストウォ係長 

Dinas Cipta Karya & Tata Ruang：Ms. Ken Wahyuni 

Dinas Kebersihan & Pertamanan：Mr. Gato, Head of Keputih IPLT 

BAPPEKO：Ms. Dewi 

Kel. Keputih：Lurah Keputih（区長）Mr. Pudji Harno 

PKPPLP Java Timur：Mr. Tri Wahyuriyadi  

コンサルタント CSW：Mr. Siswaji Nugroho、Ms. Sri Sumestri 

JICA：鈴木団長、川田団員、小川専門家、鎌田専門員、漆畑団員、フィンサ通訳 

 

１．コンタクトパースンについてトガール局長見解 

・トガール環境局長がその任に当たる（実施機関が清掃公園局であっても、自分でよい）。 

・IPLTの所管は、新組織において暫定的に清掃公園局となっているのであって、2010 年までに

帰属が確定することになっている。Dinas Cipta Karya & Tata Ruang 所管となる可能性もあり、

環境局所管となる可能性もある。 終的に清掃公園局所管が確定すればコンタクトパースン

もヒダヤ清掃公園局長になるだろう。 

・スラバヤでのミニッツ案の 終版を市長に見せる必要はない（自分が任されている）。 
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２．PDM について 

（１）水質管理 

トガール局長から水質管理について質問あり、鈴木団長から、日本側インプットについて

説明を加え、水質検査体制強化のために別紙のような分析機材を想定している（リスト提示）

ことを伝えた。 

（２）タイムフレーム 

トガール局長からタイムフレームについて質問あり、鈴木団長から、2009 年 5 月～7 月の

間にスタートしたい、ただし本件実施が来月決まればということが条件である旨、回答した。 

 

３．環境局ラボについて 

ミニッツ案協議の後、同じ建物の 5 階にあるという標記施設を訪問した。そこは、ラボとい

うよりラボ予定室というのがせいぜいの、通常の造りの事務室であり、分析機材は未だ置かれ

ていなかった。今年分析機材を購入する予定で機材リストはつくったが、実際の調達は他局の

手にかかるので調達先に関しては知らないとのことであった。 
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第 2 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2009 年 1 月 14 日（水） 9:30～12:00 

場 所：環境局長室 

目 的：ミニッツ協議継続 

出席者： 

環境局：トガール局長、プラストウォ係長 

JICA：鈴木団長、川田団員、小川専門家（短期）、鎌田専門員、小川専門家（インドネシア在勤）、

漆畑団員、フィンサ通訳 

 

１．ミニッツ協議 

トガール局長から、スラバヤ市が努力している基準達成というのは、既にある基準値を運転

の指針として取り入れてこれを満たすような運転を実現することであって、新たな基準をつく

らなければならないとは考えていない、つまり Performance Indicator （P.I.）があれば運転管理

できると考えており、これは市独自で設定することができるものであるが、市の資金力の範囲

内で決める Realistic Indicator in 5 years となる、との考えから調査団の Findings に対してコメ

ントしてきた。また、市には基準をつくる権限を与えられていないので、環境省や東ジャワ州

といった他の機関の権限において執行する事柄を課題としてあげても行動できないとの意見も

あった。 

これに対し鈴木団長は、排出者の責任を伴う基準値を設けることによって水質改善への動機

づけを強める効果を期待している、権限外のことを課題としてあげにくいのであれば、基準と

いう言葉に幅をもたせて、局長が言うような意味の言葉、例えば goals を書き添えてもよいと答

えた。 

そのほか JICA 側で考えていた文法的な修正について、文書全体にわたって一つ一つ説明し、

トガール局長了承。JICA 側が作成した出席者名簿のハードコピーを提示し、所属組織の英語呼

称などに関する修正の助言を入れて 終版とした。 

 

 

日 時：2009 年 1 月 14 日（水）14:00～16:30 

場 所：クプティ処理場 

目 的：視察 

出席者： 

クプティ処理場：ブハリ所員、アクシン所員 

JICA：鈴木団長、川田団員、中谷外務省課長補佐、小川専門家（短期）、鎌田専門員、小川専門

家（インドネシア在勤）、漆畑団員、フィンサ通訳 

 

１．視 察 

所員の案内で、受付窓口から放流設備及び汚泥乾燥地に至る一連の設備を、汚水と汚泥の流

れに沿って見て回った。OD 槽の一つでローターが故障して取り外されていたため、残り3槽で
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の運転であった。 

 

２．所員への質疑 

 視察の後、所員から運転に関する事情及び改善したい点などを聴取した。 

（１）イコライザーの掃除は手作業で大変、力仕事もさることながら、泥がついて腕がかゆく

なる。年 2 回、一度に 10～15 人を掃除に充て、1 回の掃除に 5 日から 1 週間かかる。作業に

は所長を除く運転職員全員を動員する建前である。やりたくなくても仕事だからということ

でやらせる由。できることならこの作業を機械化したい。 

（２）ときどき収集汚泥に異物が混じることがある。受入時にタンカーの内容物を知る手段が

ないこと。 

（３）どういう設備能力が欲しいか、との質問に対して 

  水質検査能力が欲しい。開業直後、1990 年に水質検査の実習をしたが、設備がなくて習っ

たことを実地に行う機会がなかった。管理棟内のラボには初めから分析機材はなかった由。 

（４）OD 槽の直列運用の可能性 

  槽同士の接続工事さえやってくれれば、そのような運転はできるとのことであった。汚泥

量が足らない一方で処理水質が悪い現状では、水質改善につながるかもしれない。 
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第 2 次現地調査 面談記録 

 

日 時：2009 年 1 月 15 日（木）9:00～9:45 

場 所：スラバヤ大学都市コミュニティ活性化センター（NGO） 

目 的：コンポスト製造普及活動視察 

出席者： 

NGO：Ms. Nilla Mardiana 専務 

JICA：小川専門家（短期）、鎌田専門員、小川専門家（インドネシア在勤）、漆畑団員、フィン

サ通訳 

 

１．コンポスト製造設備視察 

目測およそ 2,000m2 ほどの門塀を構えた敷地に NGO 事務所と相撲場のような 4 本柱の屋根

だけの集会場があって、背後にコンポスト製品を試験施用する花壇・野菜畑があり、その一隅

に広さ 100m2ほどの平屋建ての製造工場があった。 

原料は、近所の RW/RT からリヤカーで収集してきたゴミを、裏口付近に設けた分別所で生ゴ

ミを分け取り、収集人から買い取る。分別された残りは収集人がまたリヤカーで持ち出し、市

の収集ルートに乗せる。 

コンポストは袋詰めにして販売するときは 4 kg 入り 5,000 ルピアとする（ジャワ語でコンポ

スト：IJO の表書き）。 

 

２．NGO の活動 

製品の販売のほか、コミュニティ、会社、学校など、要請があればどこへでも出かけてコン

ポスト製造の技術指導を行う。市役所の助成を受けて説明文書を作成し普及に役立てている。

また家庭用コンポスト製造用具も製造販売している。コンポスト製造・普及に当たるのは 20 歳

前後に見える若い男性ばかりである。 

 

 

日 時：2009 年 1 月 15 日（木）10:00～10:30 

場 所：Kelurahan Keputih, RW VIII（Kel. クプティ事務所の通りをはさんで向かい側）の集落 

目 的：一般家庭のセプタン視察 

出席者： 

Kel. クプティ事務所： Lurah Keputih （区長）Mr. Pudji Harno、Ms. Minat 

JICA：小川専門家（短期）、鎌田専門員、小川専門家（インドネシア在勤）、漆畑団員、フィン

サ通訳 

 

１．セプタン視察 

区長及び区職員の案内で 3 軒の家庭を順次訪問し、屋内の便所と屋外のセプタンを見せても

らった。 

・屋外設置小型セプタン：密閉式サイズ不詳、放流水槽あり 
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・屋内設置小型セプタン：台所内に設置され化粧タイルで密封仕上げ、放流口あり 

・屋外設置大型セプタン：直径 100cm のコンクリート製蓋あり、モルタルで密封 

視察を終えて区事務所に戻ったところで環境局職員 2 名と合流、そのあとの案内を依頼。 

 

 

日 時：2009 年 1 月 15 日（木）11:30～12:00 

場 所：ボゼム下水処理場予定地 

目 的：予定地の視察 

出席者： 

環境局：Mr. Saputo ほか 1 名 

JICA：小川専門家（短期）、鎌田専門員、小川専門家（インドネシア在勤）、漆畑団員、フィン

サ通訳 

 

１．視 察 

ほとんどが更地で大半は海軍の所有地とのこと、処理場として使うための払い下げ交渉はま

だしていない、周囲はスクワッターが住み着いている。ボゼム池の周りは更に分厚いスクワッ

ター居住地で埋められている。 

 

 

日 時：2009 年 1 月 15 日（木）12:30～13:30 

場 所：ブノオゴミ 終処分場 

目 的：浸出水処理施設の視察 

出席者： 

環境局：Mr. Saputo ほか 1 名 

清掃公園局：施設職員 1 名 

JICA：小川専門家（短期）、鎌田専門員、小川専門家（インドネシア在勤）、漆畑団員、フィン

サ通訳 

 

１．視 察 

2000 年に開業した施設で、広さは 37 ha、買収済みとのこと。汚水処理施設は方式を異にす

る下記 2 系列から成り、別々に運転している。 

・化学処理方式：硫酸アルミニウムによる凝集沈殿による浄化方式 

・生物処理方式：嫌気分解＋フロート曝気による好気分解による浄化方式 

浸出水貯留池の周囲は土手で囲われているだけだが、周囲の水面は貯留池水面の色とは異な

り、全く着色していなかった。土手の遮水効果がうかがえる。 

 

 

 

 



－132－ 

日 時：2009 年 1 月 15 日（木）15:00～16:00 

場 所：PU 東ジャワ事務所（Kanwil）居住部 

目 的：情報収集 

出席者： 

PU 東ジャワ事務所：Mr. Budi Susilo 部長 

SNVT PIPS GKS：Mr. Tigor Simarmata 班長、Mr. Marhadi Boediono 副班長 

PKP2LP：Mr. Tri Wahyuriadi 副班長 

JICA：小川専門家（短期）、鎌田専門員、小川専門家（インドネシア在勤）、漆畑団員、フィン

サ通訳 

 

１．ブディ部長の話 

（１）PU の責任範囲 

インドネシアでサニテーションというと次の 3 分野であり、これは PU の責任範囲である。 

・下水 

・ゴミ 

・都市排水 

2008 年にゴミ条例ができたばかりで、新たにオープンダンピングは禁止となった。地方都

市単独での解決は難しくなり、スラバヤ周辺でも GK 6 都市で一括解決の方向にいく。スラ

バヤ・シドアルジョの処分場連携もそのなかで推進している。東ジャワでの統一計画に対し

てスラバヤ市からは返答がない。この計画にはコンポスト、発電、嫌気分解、民活などいく

つかの代替案があり、費用の半分は PU が出し、残りを市が負担することになる。 

（２）水質改善プロジェクト 

スラバヤ市の水道水源の 90％はスラバヤ川に依存しているが、川は汚れている。流域は 74

クラスタに分かれていて、それぞれに今後コムナル汚水処理プラントを導入していく。4 年

間に 4,500 億ルピアを投資する計画であり、本気でやっている。これは 4 年間でナショナル

モデルになるであろう。 

ボゼムプロジェクトもよいプロジェクトである。昨年は遊水池の悪臭対策を終え、問題を

解決した。対策前は悪臭で現地を訪れた後、3 日間はご飯が食べられなかった由。わざわざ 

JICA が日本から出てきてクプティだけではもったいない。 

今のところセプタンに対する対策の用意はないが、新しい住宅の建設からは共同施設が使

われるようになるだろう。技術協力プロジェクトがスタートしたら、システム改善も提案願

いたい。外国技術を積極的に取り入れる姿勢でおり、エアレーターもドイツから技術導入し

たものである。 
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